
2025 年４月 26 日－令和６年度 第 8 回 グアム日本人学校 定例理事会議事録 
時 間：午後 5 時 ～ 午後 6 時 30 分（ChST） 
場 所：グアム日本人学校 会議室 
出席者：小和野、時任、小林、安居（議事録上敬称略） 
   （オンライン参加）伊藤、柳澤、許、木村、井上、

渡辺、 
   （オブザーバー）福士 

欠席者：権田、武石 
議 長：小和野 
記 録：渡辺 
 

 
1. 報告事項 
1.1 財務・予実採算報告【資料 1.1_予実管理表 参照】（時任） 
 3 月実績として学校運営収支$52,726 予算比＋$67,443 となったことが報告された。前

月との差はシェフ会からの$6,000 のドネーションと 5 月に実施する日本語会話旅行の
預り金$20,400 が増えたため。 

 日本語会話旅行の預り金は 5 月のため、3 月に計上すべきではないという意見があり、
修正することとなった。 

 3 月末の銀行口座残高は$579,678 となったことが報告された。 
 授業料収入について 2024 年度は月按分して予算管理を行ってきたが、来期から途中入

学、退学などにより実績と乖離が生じる可能性があり、月按分管理を行わないことが報
告された。 

 
1.2 プレジデント報告【資料 1.2_プレジデント報告 参照】（時任） 
 時任プレジデントより 2025 年度の所信表明があった。 
 FEMA からの資金を活用した修繕について、今後入札に関して入札企業とも利害関係

のない第三者の専門家（時給 150 ドル）を雇用し、評価業務を実施予定であることが
報告された。 

 プレイグランドが完成したことが報告された。 
 パブリックヘルス対応として外務省特別修繕援助により、低学年２教室に手洗い場が

設置されたことが報告された。また現在インスペクションがされず D 判定のままであ
るが、問題のないレベルで、校内環境の維持できていること、また D 判定であっても
学校運営に支障がないことをパブリックヘルスに確認したことが報告された。 

 幼稚部教員について生徒数増により、従来アシスタントとして時給であった教員 2 名
について月給への移行が報告された。 

 幼稚部について、現在 22 名の園児が在籍し、そのうち日本語を理解し、話す園児は 2
名であることが報告された。このような状況のため、日本語教育を強化する旨、報告が
あった。 

 中学部生徒確保のため今後高校部の設置を研究していくことが報告された。 



 友達 RUN の収益 $13,611 について日本語検定料 補習授業校全生徒分×年 2 回：約
$1,500、新英語課カリキュラムの教材整備（全日小中）：$11,399 に充てることが報告
された。英語教材選定の理由として 全米で 22％のシェアを持つ大手出版社の教科書で
あり、グアムの現地校や公立校でも広く使用されていること、また、グアムに専任のセ
ールスレプレゼンタティブが常駐しており、教え方について研修を受けることができ
ることが報告された。 
 柳澤理事より以下のコメントがあった 

保護者よりファンドレイジングや授業値上げなど収入を増やしている。その収入
は自分たちの子供が学校に通っている今に使われるようにしてほしい、という意
見がある。将来に向けてお金を使う際には保護者の理解が得られるような説明を
十分に行う必要がある。 

 全日ＰＴＡより、学校に$1500 のご寄付の意向をいただいた。  
 
2. 討議・審議事項 
2.1 定款内容の変更について【資料 2.1 BYLAWS OF THE JIAG_5th ed_draft】（時任） 

主な変更点は以下の２点 
1. 全日、補習校の英語表記 
2. 各役職の英語表記 

 
日本人会理事の任期変更に伴い、学校理事の任期変更が提案されたが、学校理事は日本人会
のポストに紐づけてアサインされるため、学校理事の任期中に日本人会理事の変更がって
も、影響がないため、変更しないこととした。 
 
 審議事項採決 → 定款の変更について全会一致で可決された（小和野） 
 
2.2 ２5 年度理事、有識者枠指名について （小和野） 
 次年度の有識者枠について今年度有識者枠の意向確認がされた。井上理事より来年度

については辞退の意向を表明された。それ以外の有識者理事および今期、補習校長枠と
して理事であった許理事について、来期の有識者枠への参加意思が表明された。 

 また来年度の The Secretary は許理事、The Treasurer は柳澤理事に担っていただく旨、
意向を確認した。 
 

3 その他 
3.1  人事関連 （伊藤） 
伊藤理事より以下の報告があった。 
 就業規則を PDF 版で配布する。 



 就業規則について以下 4 点について変更する。 
 現地採用の新任教職員に対する 3 ヶ月の試用期間が『任意雇用および契約雇用』

の両方に適用することを明記。 
 有給休暇について『学年度末に、ノンエグゼンプト時給教職員の有給休暇が消化

されていない場合は、未消化の有給休暇時間を換金して支払う』に変更。 
 学校全体のイメージ改善のため、教職員の身だしなみの改善の必要性と、衣服や

身だしなみの基準を明瞭にする。 
 職員の個人情報変更の通知義務を教職員のものとした。 

 Guam Family Medical Leave Act を導入する方向でプレジデントと協議する。当校は現
地採用職員が 20 名以下であり、Guam Family Medical Leave Act を導入する法的義務
はないが、職員にとって妊娠等があった場合でも雇用が継続され安心感を与えるメリ
ットがある。 

 
3.2   PTA（全日制）報告  （柳澤） 
以下の報告があった。 
 5/8 に総会が開催される 
 フォトブックを製作中であり今月末納品予定。 
 
3.3   PTA（補習校）報告  （安居） 
 新しく補習校 PTA 会長となった安居理事より挨拶があった。 
  
 
4 次回開催 
 2025 年度 第一回 JIAG 理事会及び年次総会 5 月 10 日（土）17:00～ 


